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新

法二

抄

漁

業

-ー

約
一
年
余
の
審
説
を
童
ね
、
劃
期
的
な
改
革
が
試
み
ら
れ
た

新
漁
業
法
い
は
ゆ
る
協
同
次
案
が
去
る
十
一
月
廿
入
、
九
の
両

日
来
、
へ
一
糾
院
を
一
部
修
正
で
通
過
、
い
よ
/
¥
近
く
施
行
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
針
性
は
+
え
の
誌
な
都
知
以
に
暴
い
て
成
案
さ
れ
現
什
漁

業
制
皮
の
改
キ
が
怠
U

附
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
大
一
認
を
翠
げ
る
と

一
、
沼
山
市
ぬ
品
切
り
全
面
的
整
理

新
法
施
行
後
一
一
年
以
内
に
、
}
定
の
期
日
を
定
め
て
一
斉
に

現
行
漁
栄
棋
を
泊
、
以
さ
せ
、
計
画
的
な
新
漁
莱
擦
の
兎
J

川を

行
う
。
、

二
、
漁
業
t
い
え
び
入
漁
楼

L
漁
業
日
は
定
皆
、
混
一
四
、
共
同
の
三
種
に
分
け
ら
わ
、
定

置
成
美
は
身
嗣
U
設
誼
場
所
が
水
深
二
十
七
米
以
上
で
(

詰
、
回
出
揺
は
十
五
米
一
だ
っ
た
)
北
海
道
に
於
け
る
に
し
ん

い
わ
し
、
さ
け
又
は
ま
ず
を
主
た
る
漁
獲
物
と
す
る
も
の

と
な
っ
て
を
り
、
区
議
油
業
は
一
一
極
か
万
三
種
痘
に
分
ち

そ
れ
ん
¥
話
術
業
ト
つ
い
て
許
吋
さ
れ
、
共
同
漁
菜
燃
は

， 

や r

見
秋

之

音

銭

一
定
の
水
面
を
共
同
に
利
用
す
る
場
合
で
第
五
種
活
設
け

る。

の
め
ス
漁
一
い
は
設
定
行
局
に
基
く
物
階
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。

一
一
一
、
漁
業
以
の
免
許
方
法
ば
漁
業
調
整
委
員
自
の
意
見
そ
き
き
-

法
定
の
泊
格
性
と
優
先
順
位
に
基
い
て
都
這
府
豚
知
事
が
行

少
内
ノ
。

四
、
指
定
遠
洋
漁
業
会
遠
洋
か
つ
を
、
ま
ぶ
ろ
漁
業
〉
は
許
可

の
定
封
入
を
定
め
、
一
巡
ぬ
性
の
規
定
に
反
し
な
い
限
り
、
船
舶

の
使
用
牧
に
、
宜
W
A
上
許
可
が
伴
う
よ
う
に
措
置
す
る
。

五
、
兎
許
料
及
び
許
可
料

漁
業
問
者
は
毎
年
漁
業
限
等
の
補
償
及
び
制
度
改
革
に
伴
う

費
用
と
し
て
兎
許
料
及
許
可
制
何
が
徴
牧
さ
れ
る
。

六
、
漁
業
制
整
委
具
曾

漁
場
の
綜
合
的
一
角
度
利
用
及
び
漁
業
に
関
す
る
紛
学
の
調
整

を
困
る
民
主
的
な
機
総
と
し
て
設
置
さ
れ
る
も
の
で
、
海
函

連
合
海
凶
の
二
段
暗
に
分
け
ら
れ
、
中
央
漁
業
調
整
審
議
舎

が
漁
業
法
の
施
行
に
闘
す
る
重
援
事
項
そ
寝
議
す
る
た
め
に

設
置
さ
れ
る
。

課

庭



/ 

七
.
土
地
及
び
生
地
の
定
着
物
の
使
用

漁
業
上
の
施
設
と
し
土
利
用
す
る
こ
と
が
必
要
且
つ
適
嘗
で

あ
り
什
他
〉
刊
を
も
っ
之
代
え
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合

は
そ
の
土
地
及
び
土
地
の
定
着
物
を
使
用
上
得
る
様
に
措
置

す
る
。

八
、
内
水
両
漁
業

内
水
面
は
榊
擁
高
業
を
積
一
倒
的
に
展
開
す
る
た
め
、
海
面
と

異
な
る
特
殊
規
定
を
制
定
す
る
・

L
内
水
面
に
於
て
は
、
原
則
と
し
て
斜
金
を
納
め
な
け
れ
ば

水
援
動
植
物
の
採
描
又
は
養
殖
を
す
る
事
が
で
き
な
い
.

0

山
内
水
面
に
於
て
は
、
区
画
漁
業
限
以
外
の
漁
業
の
兎
許
は

工
な
い
。
但
し
、
湖
沼
に
於
て
は
、
共
同
漁
業
の
菟
許
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
@

。
‘
山
政
府
は
糾
金
枚
入
一
を
も
っ
て
、
補
償
及
び
漁
業
制
度
改
革

に
伴
う
費
用
の
う
ち
内
水
面
に
お
け
る
漁
業
に
闘
す
る
一
分

を
賄
う
と
と
も
に
、
こ
れ
を
財
源
と
し
て
内
水
面
に
於
け
・

る
恭
一
本
的
な
明
殖
場
業
を
符

5
0

ι内
水
面
に
於
ゆ
る
水
活
劫
液
物
の
採
捕
及
び
増
殖
に
闘
す

る
事
項
を
魔
混
ず
る
民
主
的
機
構
と
し
て
漁
業
者
、
水
産

動
植
物
の
探
捕
を
す
る
者
、
及
び
摩
識
経
験
者
の
中
か
ら

知
事
の
灘
任
す
為
委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
内
水
面
漁
場

管
制
棋
委
員
曾
を
都
遁
府
燃
に
設
置
す
る
・

踊

ふ
委
誌
は
十
人
、
任
織
は
二
年
と
す
る
@

九
、
瀬
戸
町
内

)ι
は
そ
の
特
殊
事
情
に
卸
.
臨
し
、
繁
殖
保
護
と

漁
業
秩
げ
・
経
討
の
完
墜
を
期
す
る
た
め
、
額
戸
内
海
漁
業

調
整
事
務
局
し
設
置
し
、
法
施
行
に
闘
す
る
事
務
の
一
部
を

ー
分
掌
さ
せ
る
。

こ
の
う
ち
特
に
関
係
か
深
い
の
は
内
水
面
漁
業
に
つ
い
て
で

あ
る
が
、
木
法
に
よ
る
k
篤
四
車
に
漁
業
調
整
が
あ
り
、
第
八

章
の
内
氷
雨
漁
業
と
共
に
特
に
重
要
で
ふ
る
。

第
四
章
に
掲
げ
ら
れ
た
漁
業
樹
齢
訟
で
は
鱗
六
十
五
燦
と
し
て

鉱
楓
業
調
整
に
閲
す
る
命
令
が
あ
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
宅
務

一
大
臣
叉
は
都
道
府
断
知
事
は
水
震
か
槌
鞠
の
繁
殖
保
護
、
漁
業

取
締
そ
の
品
川
漁
業
調
整
の
た
め
必
裂
な
省
令
交
は
規
則
を
定
め

る
こ
と
が
で
き
ゐ
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

一
、
水
渥
動
植
物
の
撚
捕

ι闘
す
る
制
限
又
は
禁
止

玉
、
水
産
制
植
物
に
有
害
な
物
の
遺
棄
叉
は
漏
せ
つ
に
闘
す
る

制
限
叉
は
替
市
民

ム
ハ
、
水
産
動
純
物
の
繁
地
保
護
に
必
援
な
物
の
採
取
又
は
除
去

に
聞
す
る
制
限
叉
は
禁
止

七
、
水
震
蜘
植
物
の
移
植
に
開
ず
る
制
限
叉
は
禁
止

¥ 、

と
の
省
令
叉
は
一
規
則
に
は
罰
則
を
設
け
る
こ
と
が
出
来
る
が
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省
令
で
は
二
年
以
下
の
懲
筏
、
五
万
円
以
下
の
罰
金
・
拘
留

叉
は
科
粧
が
、
規
則
で
は
六
箇
月
以
下
の
懲
後
、
一
万
円
以

下
の
罰
金
、
拘
留
又
は
科
殺
と
な
り
、
従
来
の
罰
則
よ
り
は

著
し
く
重
〈
な
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
省
令
の
設
定
は
中
央
漁
業
調
整
評
議
曾
の
意
見
を
必
要

と
し
規
則
に
あ
っ
て
は
主
務
大
臣
の
認
可
を
得
る
の
ほ
か
連
合

港
胤
漁
業
調
整
委
員
留
の
意
見
を
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.

第
六
十
七
係
に
は
海
隠
漁
業
調
整
委
員
曾
の
指
示
が
掲
げ
ら

れ
、
海
底
、
謹
合
潟
両
漁
業
調
終
委
員
曾
ほ
水
産
動
植
物
の
繁

殖
保
護
を
周
り
、
漁
業
棋
叉
は
ス
漁
棋
の
行
使
を
趨
切
に
し
、

穂
場
の
使
用
に
闘
す
る
紛
宇
の
防
止
叉
は
解
決
を
岡
旬
、
そ
の

他
漁
業
調
整
の
た
め
に
必
研
究
が
る
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係

者
に
針
し
、
水
産
動
植
物
の
採
捕
に
蹴
す
る
制
限
又
は
禁
止
、

漁
業
者
の
敷
に
闘
す
る
制
限
、
漁
場
の
使
用
に
閲
す
る
制
限
そ

の
他
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
規
定
さ
れ
、
そ

の
指
示
か
安
嘗
で
な
い
と
き
は
都
道
府
鯨
知
事
が
そ
の
全
部
叉

は
一
部
を
取
消
す
こ
と
が
出
来
る
が
、
安
嘗
で
あ
る

ιき
は
そ

の
指
示
に
従
う
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
出
来
る
と
規
定
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
命
令
に
従
は
な
い
場
令
に
は
一
年
以
下
の
懲

役
、
主
万
円
以
下
の
罰
金
、
拘
留
叉
は
科
掛
の
罰
則
か
あ
る
・

d

へ
漁
法
の
制
限
v

と
し
て
第
六
十
八
僚
に
爆
裂
物
を
使
用
す
る

水
震
動
積
物
の
挟
捕
、
Y
禁
止
し
、
第
六
十
九
篠
で
水
産
動
植
物

を
ま
ひ
さ
せ
叉
は
死
な
せ
る
有
毒
物
を
使
用
し
て
す
る
そ
の
採

捕
を
禁
じ
、
第
七
十
僚
で
は
前
二
燦
の
規
定
に
違
反
し
て
採
捕

L
た
水
一
重
詰
植
物
の
所
持
、
阪
質
を
禁
じ
て
い
る
。

こ
の
一
宮
笛
僚
に
は
罰
則
が
あ
り
、
蓮
氏
者
に
は
三
年
以
下
の

徴
役
、
ご
十
万
円
以
下
の
軽
揚
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て

い
る
。第

七
十
一
僚
は

P
Jい
河
魚
類
の
保
護
規
定
で
ト
ノ
い
河
魚
類
の

通
路
を
害
す
る
工
作
物
は
主
務
大
臣
が
そ
の
除
去
.
又
は
設
置

聖
の
制
限
、
禁
止
す
る
こ
と
の
出
来
る
こ
と
主
規
定
し
て
い
る
が

こ
の
蓮
民
も
一
年
以
下
の
徴
後
、
五
万
悶
以
下
の
罰
金
、
拘
留

叉
は
科
籾
と
い
う
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

第
七
十
四
僚
に
漁
業
態
管
公
務
再
か
あ
げ
ら
れ
、
こ
の
資
格

に
つ
い
て
の
必
要
な
事
項
は
命
令
で
定
め
る
(
三
月
頃
の
議
定
〉

と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
様
制
限
は
次
の
還
り
で
従
来
よ
り
相
嘗

に
強
力
な
も
の
と
な
っ
た
。

&
漁
業
監
督
官
叉
は
漁
業
監
督
東
員
は
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
漁
場
、
船
舶
.
事
業
渇
‘
事
務
所
、
倉
庫
等

に
臨
ん
で
そ
の
扶
況
若
く
ほ
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

J 

与



検
査

1
、
叉
は
関
係
者
に
針
し
質
問
す
る
こ
と
が
で
き
る

ι漁
業
監
督
官
又
は
漁
業
監
督
決
員
初
そ
の
験
務
を
行
う
場

合
に
は
そ
の
身
分
を
証
明
す
る
一
証
棄
を
携
帯
し
、
要
求
が

あ
る
と
き
は
と
れ
を
町
長
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ふ
漁
業
監
督
官
及
び
漁
業
監
督
吏
員
で
あ
っ
て
そ
の
所
属
す

る
官
公
出
現
の
長
が
そ
の
者
の
主
た
る
勤
務
地
を
管
轄
す
る

地
方
裁
判
所
に
釣
際
ず
る
検
察
隠
の
検
事
正
と
協
議
を
し

て
指
名
し
た
も
の
は
、
漁
業
に
闘
す
る
罪
に
闘
し
、
刑
事

訴
訟
法
ハ
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
〉
の
規
定

に
よ
る
司
法
駐
日
祭
職
員
と
し
て
職
務
を
行
う
・

こ
の
う
ち
第
三
現
に
よ
る
監
督
公
滋
員
の
検
査
を
揺
み
、
妨

げ
、
若
し
く
は
忌
挫
し
、
叉
は
そ
の
質
問
に
釣
し
答
嬬
を
せ
ず

若
し
く
は
虚
惜
の
陳
述
を
し
た
者
は
六
箇
月
以
下
の
徴
彼
叉
は

一
一
一
万
円
以
下
の
罰
金
に
庭
せ
ら
れ
る
。

路

第
八
章
の
内
水
一
同
漁
業
で
は
こ
の
稿
の
最
初
に
あ
げ
た
構
想

入
、
内
水
面
漁
業
ω
1
及
び
2
が
今
削
修
正
さ
れ
、
こ
の
鈷
に

つ
い
て
法
百
二
十
七
僚
で
は

内
水
面
ハ
第
八
十
四
脱
出
第
二
恨
の
規
定
に
よ
り
主
務
大
臣
が

指
定
す
る
湖
沼
を
除
く
。
以
下
同
じ
)
に
於
け
る
第
五
種
共

同
漁
業
は
、
蛍
該
内
水
面
が
、
水
産
動
植
物
の
増
植
に
趨
し

て
を
り
、
区
蛍
該
漁
業
の
兎
許
を
受
け
た
者
が
、
営
該
内
水

，F
 

国
に
於
て
水
産
勤
続
物
の
増
殖
を
す
る
場
合
で
な
け
れ
ば
兎

許
し
て
は
な
ら
な
い
。

と
な
っ
て
い
る
。

註
一
、
第
八
十
四
傑
第
一
一
唄
、
海
底
漁
業
調
憤
委
員
舎
は

海
面
(
主
務
大
臣
が
指
定
す
る
湖
沼
を
含
む
)
に
つ
き
ま

務
大
臣
が
定
め
る
海
底
に
置
く
。

の
ん
主
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
湖
沼
を
指
定
し
、

叉
は
海
抵
を
定
め
た
と
き
は
、
こ
れ
を
公
示
す
る
。

註
二
、
共
同
漁
業
は
次
の
五
種
類
を
い
う
。

L
第
一
種
共
同
漁
業
そ
う
類
叉
は
主
務
大
臣
の
指
定
す

る
定
着
性
の
水
産
動
物
を
目
的
と
す
る
漁
業

広
第
二
一
極
共
同
漁
業
網
漁
具
(
え
り
ゃ
な
組
問
を
含
む
)

を
移
動
し
な
い
よ
う
に
敷
設
し
て
管
む
漁
業
で
あ
っ
て

定
置
漁
業
似
外
の
も
の

。
品
第
三
積
一
共
同
漁
業
地
び
き
網
漁
業
、
般
び
き
網
漁
業

地
こ
ぎ
網
漁
業
、
飼
付
漁
業
、
し
い
ら
づ
け
漁
業
又
は

っ
き
い
そ
漁
業

ι第
四
種
共
同
漁
業
、
寄
魚
漁
業
ザ
〈
は
烏
付
こ
ぎ
的
漁
業

ふ
第
五
種
共
同
漁
業
内
水
園
内
主
務
大
臣
の
指
定
す
る

湖
沼
を
除
く
υ
叉
は
主
務
大
臣
-
の
指
定
す
る
湖
沼
に
準

ず
る
混
同
に
お
い
て
勝
目
む
漁
業
で
る
っ
て
前
四
号
に
掲

げ
芯
も
の
以
外
の
も
の



鵠

ち

内
水
面
に
於
け
る
水
窪
動
植
物
の
採
捕
及
び
増
殖
に
闘
す
る

事
項
は
内
水
面
漁
場
管
問
問
委
員
曾
が
魔
理
す
る
こ
と
と
な
る
。

!
第
百
三
十
僚
に
よ
れ
ば
こ
の
委
員
食
は
主
務
大
臣
及
び
都
道
府
一

務
知
事
の
監
替
に
属
し
、
前
記
の
魔
理
と
海
匿
に
於
け
rm
漁
業

調
整
委
員
曾
と
同
等
の
綜
…
限
が
内
水
面
に
於
け
る
漁
業
に
閲
し

て
興
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
委
員
曾
は
都
道
府
燃
に
置
か
れ
、
定
設
は
十
名
、
委
員

は
嘗
該
都
誼
附
院
の
区
域
内
に
存
ず
る
内
水
面
に
於
て
漁
業
を

管
む
4
4
を
代
去
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
、
同
様
医
師
u

内
に
於
て

水
震
動
組
物
の
採
捕
を
す
る
者
を
代
一
決
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

及
び
学
識
経
験
者
の
中
か
ら
都
誼
府
綜
知
事
が
選
任
す
る
と
第

百
一
一
一
十
一
僚
に
そ
の
構
成
が
規
定
さ
れ
て
い
る
@

か
〈
て
内
水
~
凶
の
問
髄
に
つ
い
て
は
大
巾
に
内
水
田
漁
場
管

理
委
員
曾
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
叉
勝
化
事
業
と
し
て

重
要
な
今
回
の
「
漁
業
一
制
緩
」
は
騒
撲
を
併
せ
て
整
然
と
仕
組

ま
れ
亡
を
り
、
従
来
陸
路
と
な
っ
た
多
く
の
障
害
が
Y

去
さ
れ

る
こ
と
と
な
ろ
う
。

と
も
あ
れ
明
治
四
十
一
一
一
年
会
布
以
来
本
年
包
施
行
さ
れ
て
い

た
漁
業
法
は
農
地
調
整
及
び
諸
法
の
改
正
に
最
も
遅
れ
て
漸
く

社
曾
半
命
え
の
巨
歩
を
踏
み
出
す
を
得
た
。
奮
訟
の
七
十
三
傑

巳
街
し
、
新
法
の
十
一
革
、
宮
四
十
五
僚
を
比
較
す
れ
ば
そ
の
是

々
非
々
自
ら
明
ら
か
で
る
ろ
う
。

ハ
こ
の
法
律
の
解
設
、
研
究
等
に
つ
い
て
は
今
後
出
来
る
だ
け

亭

く

掲

載

す

る

描

既

定

で

を

り

ま

す

。

編

者

)

一
白
崎
町
ー
見
一
3

ウ

プ

イ

河
で
位
鱒
な
ど
h
T
採
る
問
問
置
を
ウ
ラ
イ
と
呼

ば
れ
て
陥
る
が
、
ア
イ
ヌ
諾
で
は
杭
の
こ
と
ー
で

あ
る
@
但
し
こ
の
際
用
の
筒
悶
が
畏
く
て
、
河

に
杭
を
打
っ
て
留
め
た
も
の
も
、
或
一
叫
染
の
如
き
「
も
の
ま

で
も
ウ
ラ
イ
と
砕
し
て
居
る
。
杭
を
建
て
L
潤
b
E
巡
っ
た

場
合
ぃ
、
例
え
ば
収
場
の
柵
の
ご
と
き
は
特
に
チ
ヤ
シ
と
云

っ
て
居
る
。
明
治
の
末
期
、
之
等
、
刈
の
留
柵
に
泊
し
て
は

す
べ
て
ウ
ヲ
イ
と
い
う
こ
と
仁
し
よ
う
ー
と
の
話
が
そ
の
ま

L
今
で
は
木
ウ
ラ
ィ
、
仇
ウ
ラ
ィ
、
問
ウ
ラ
イ
な
ど
L
千

気
で
ア
イ
ヌ
詑
の
ま
L

で
一
通
つ
で
い
る
の
も
面
白
い
こ
と

で
あ
る
。


